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◇岡山県南広域都市計画区域マスタープラン A3 概要版 
1.都市計画区域の概要 
本区域は、下表に掲げる市町の範囲で構成されている。 

 

市町村名 範 囲 規模(ha) 

岡山市 行政区域の一部 58,600 

倉敷市 〃 35,385 

玉野市 〃 10,273 

総社市 〃 14,788 

赤磐市 〃 3,695 

早島町 行政区域の全部 762 

合計 － 125,503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.都市計画の目標 

(1)都市づくりの現状と課題 

◆人口減少、少子化・高齢化の進行 
・岡山県の人口は平成 17（2005）年をピークに減少しており、国立

社会保障・人口問題研究所の将来推計では、本区域においても、令

和 2(2020)年をピークに、人口が減少に転じると予想されている。 

・また、本区域内市町の高齢化率は令和 2（2020）年において 27.8% 

で、平 成 22（2010）年と比較すると 5.2 ポイント増加し、年少人 

口率も 1.1 ポイント減少するなど、少子化・高齢化が進んでおり、 

税収入の減少、福祉施策等の行政コストの増大が見込まれる。 

一方、既存の集落等では都市機能等が低下している地域もみられる。 

・このため、人口減少、少子化・高齢化に対応し、効率的な都市構造

の実現による持続可能な都市運営が求められている。 

◆公共交通の維持・充実の必要性 
・マイカー利用の増加などによる公共交通利用者数の減少に加え、 

ドライバー等人手不足の深刻化の影響などにより、路線バスの廃止 

や鉄道・路線バス等の減便が見られる。また今後は、高齢化の進展 

に伴い、自動車等を運転して移動することが困難となる高齢者が増 

えることが懸念される。 

・このため、まちづくりと一体となった利便性の高い公共交通ネット

ワークの構築を進めるとともに、公共交通利用を促進し、公共交通

の維持・充実を図る必要がある。 

◆公共施設等の戦略的な維持管理・更新の必要性 

・高度経済成長期等に集中的に整備された公共施設等が老朽化し、

今後の維持管理・更新費用が大幅に増加することが見込まれている。 

・このため、人口減少・財政制約下での効率的・効果的な維持管理・

更新に向けて、既存ストックの長寿命化、統廃合などによりトータ

ルコストの縮減・平準化を図るとともに、将来のまちのあり方を見

据えた公共施設の集約化・再配置の推進など戦略的な取組が求めら

れている。 

 

◆市街化調整区域における市街化の進行 

・本区域の市街化区域内では、人口の増加が見られ、人口集積が進みつつ

あるが、市街化区域と隣接する地域や主要な幹線道路沿道等をはじめとす

る地域では宅地化が進む等、市街化調整区域において、市街地の拡がりが

みられる地域がある。このような状況は、新たな都市基盤の整備やそれに

伴う維持管理費等、行政コスト増大の一因となっている。 

・このため、原則として市街化調整区域における市街地の更なる拡大を抑制

する必要がある。 

◆中心市街地の衰退 

・モータリゼーションの進展による都市の外延化に伴い、郊外部では幹線道

路沿道を中心に大型の商業施設の立地がみられる。一方で、これまで社会

経済活動の中心的役割を果たしてきた中心市街地では、市街地再開発事業

による民間開発等が見られるものの、商店街の活力の低下のほか、虫食い

状に小規模な低・未利用地が発生するなど、中心市街地の衰退・空洞化が

進行している。今後、人口減少により、中心市街地の衰退に一層の拍車が

かかり、中心市街地の魅力の低下が懸念される。 

・このため、郊外における適切な規制とあわせ、中心市街地の活性化を図る

必要がある。 

◆安全・安心な都市づくりの必要性 

・本県は災害の比較的少ない県といわれているが、近年の気候変動に伴い、

本区域内でも豪雨災害による甚大な被害が発生するなど、頻発、激甚化す

る自然災害への対応が求められている。また、著しい地震・津波災害が生

じるおそれのある南海トラフ地震の発生や、大きな被害をもたらす可能性

がある断層型地震の発生、大型台風の接近等に伴う高潮被害や土砂災害等

の自然災害の増加が懸念されている。 

・このため、災害に強い都市施設や防災施設の充実、避難路の確保、災害ハ

ザードエリアにおける開発抑制等の災害防止に配慮した土地利用など、災

害に強い都市づくりを促進する必要がある。 

・また、すべての人にとって安全・安心で暮らしやすいまちづくりを進める

ためには、増加が懸念されている空き家への対応や、犯罪防止への配慮、

「どこでも、誰でも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザイン

の考え方に基づく利用しやすい施設整備とともに、子育て世帯が安心・快

適に暮らせる生活空間の形成が必要である。 

・加えて、大規模な火災に対する市街地の安全性を高めるため、まちの不燃

化を進める必要がある。 

◆環境負荷の低減と自然環境保全の必要性 

・郊外部への市街地の拡大や自動車利用の増加等により環境負荷が増大して

おり、2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、環境負荷の小さい

公共交通や自転車利用等を促進するなど、脱炭素型ライフスタイルの定着

を図る必要性が高まっている。 

・また、本区域には緑豊かな森林や吉井川、旭川、高梁川の三大河川、瀬戸

内海など豊かな自然環境を有しており、環境負荷を低減するこれらの資源

を保全していく必要がある。あわせて、国土の保全や洪水防止、環境保全

などの役割も果たす郊外の農地の保全に努め、無秩序な市街地の拡大を抑

制するとともに環境を保全していく必要がある。 

・さらに、これまでの取組等を生かして、住民との協働による環境負荷の低

減を図る取組を推進する必要がある。 

◆産業振興による活力向上の必要性 

・経済のグローバル化による国際競争の激化やデジタル技術の進展など、産

業を取り巻く環境は厳しくなっており、国際競争力の強化やデジタル化へ

の対応とともに、地域の特性・優位性を生かした新たな産業基軸の構築や

地場産業の活性化を図る必要がある。 

・また、戦略的な企業誘致を行うにあたり、県南内陸部の市街化区域内に大

規模立地を可能とするまとまった適地が少なくなっている状況となって

おり、秩序ある土地利用のもとで計画的に産業の振興を図る必要がある。 

◆特色ある地域資源の有効活用の必要性 

・人々のライフスタイルや価値観が多様化する中、「心の豊かさ」が実感で

きる質の高い暮らしが求められている。 

・本区域には、瀬戸内海や市街地の後背となっている森林などの自然、岡山

城跡や吉備路の古墳群などの歴史的資源、岡山後楽園や倉敷美観地区など

の文化的資源など、多くの地域資源がある。 

・一方で、多くの地域資源が広範囲に分布しているため、これらの資源の有

機的な連携を図り、交流人口の増加等を図る必要がある。 

・また、デジタル技術を活用した地域資源の多様な魅力の発信や、来訪者の

円滑な移動や快適な滞在の支援に取り組む必要がある。 

◆連携による相互補完の必要性 

・人口が減少する中で効率的な都市運営を行っていくためには、関係自治体

や団体等が広域的な連携と役割分担のもとで、地域の特性にあわせた相互

補完を図り、住民ニーズに応じた質の高い医療・福祉、教育等のサービス

を提供していく必要がある。 

・また、人口減少・少子高齢社会においても一定の圏域人口

を有し活力ある社会経済を維持するための拠点を形成する

ことを目的とした連携中枢都市圏構想の実現に向けた取組

も進められているところであるが、圏域の更なる発展に向

けて、デジタル技術を活用するなど、取組内容を深化させ

る必要がある。 

・さらに、中四国の中枢拠点としてアジアや世界との結びつ

きを強め、グローバルな発展を目指す必要がある。 

(2)都市づくりの基本理念 
岡山県南広域都市計画区域は、岡山市・倉敷市の県内２

大都市を中心に地形的条件や都市間の結びつき等を考慮し

て５市１町で構成する広域都市計画区域が設定されている。

このため、人口は岡山県全体の約 72％、商業販売額※１は約

83％、工業出荷額※２は約 76％を占め、岡山県の地域経済を

支える地域となっている。 

また、本区域はグローバルゲートウェイ※３となっている

岡山桃太郎空港や水島港、広域的な交通軸となっている高

速道路（山陽自動車道や瀬戸中央自動車道、中国横断自動車

道）、ＪＲ山陽新幹線をはじめとする鉄道などの交通基盤が

充実するなど中四国のクロスポイントに位置し、中四国の

拠点として発展を続けている。 

このような状況を踏まえ、岡山県南広域都市計画区域の   

都市づくりの基本理念を「中四国の中枢拠点としてふさわし 

い力強い都市づくり」とする。 
※１ 商業販売額：経済産業省が実施する商業統計調査における

「年間商品販売額」を指す。 
※２ 工業出荷額：経済産業省が実施する経済構造実態調査におけ

る「製造品出荷額等（製造業計）」を指す。 
※３ グローバルゲートウェイ：経済・文化・観光等の様々な国際

交流や連携活動を展開するうえで、圏域の玄関口となる交通・物

流基盤を意味しており、国際空港や国際港湾機能を指す。 
 

(3)都市づくりの方針 
岡山県南広域都市計画区域の都市づくりの方針を以下の

とおり設定し、住民、企業等、多様な主体との協働・連携

による都市づくりを進めていく。 

■集約型都市構造の実現を目指した都市づくり 

人口減少、少子高齢社会に対応していくため、集約型都市 

構造の実現を目指し、立地適正化計画の実効性の向上を図り、 

公共交通を軸に複数の拠点が連携する都市構造、すなわち、 

多極ネットワーク型コンパクトシティの形成による持続可能 

な魅力ある都市づくりを推進する。 

このため、中心市街地や地域の拠点に、拠点間の適切な役 

割分担のもとで医療・福祉、商業等の都市機能を集積させる 

とともに、これらの拠点周辺や公共交通の利便性の高い地域 

へ居住の誘導を図り、あわせて、まちづくりと連携し、地域 

の実情に応じた利便性の高い公共交通ネットワークの維持・ 

充実を図る。 

集約型都市構造の実現を目指すにあたっては、現行の市街 

化区域を基本に、適正かつ合理的な土地利用を誘導し、市街 

化区域内の低・未利用地を十分活用するとともに、空き家の 

利活用に努める。また、市街化調整区域においては、各市町 

の実情に応じ、市街化を促進するおそれがなく、既存コミュ 

ニティの維持等、最低限必要な場合を除き、原則として市街 

地の更なる拡大を抑制する。一方で、立地適正化計画等に基 

づき、公共交通の利便性が高い区域等、持続可能な都市づく 

りを推進する上で真に必要となる区域については、市街化区 

域に編入することや、地形的な条件等により将来にわたり都 

市的土地利用が見込まれない区域については、市街化調整区 

域に編入するなど、集約型都市構造の実現に資するよう市街 

化区域の再編を図る。 

■にぎわいのある中心市街地の形成を目指した都市づくり 

行政、医療・福祉、商業、教育・文化などの都市機能が集 

積している中心市街地では、これまで長年にわたり蓄積され 

た既存ストックや公共交通を生かすとともに、土地の有効・ 

高度利用を促進するなど社会経済活動における中心的役割の 

再構築を図る。 

また、中心市街地は交通条件や生活利便施設に恵まれた居 

住空間でもあることから、高齢者や子育て世帯も安心して歩 

いて暮らせるまちづくりを目指す。 
 

■安全・安心で暮らしやすい都市づくり 

災害時における避難路や避難場所などの機能を備えた都市

基盤の整備やまちの不燃化を計画的・効果的に行うなど、災害

に強い都市づくりに努める。また、都市施設の長寿命化・耐震

化を進めるとともに、災害時におけるライフラインの早期復旧

体制の構築に努める。あわせて、本区域は低平地が多い地域で

もあることから、総合的な治水対策により浸水被害の防止・軽

減に努めていく。加えて、防災や減災の観点に留意した都市づ

くりを進めるため、立地適正化計画と防災との連携強化を図

るとともに、災害の発生のおそれのある区域については、災害

防止の観点から市街化の抑制に努める。 

さらに、すべての人にとって安全・安心で暮らしやすいま

ちづくりを進めるため、子育て世帯が安心・快適に暮らせる生

活空間の形成や、空き家対策を推進するとともに、道路整備や

公共施設整備などにおいて、犯罪防止への配慮やユニバーサル

デザインの視点に立った都市づくりを進める。 
 

■カーボンニュートラルの実現を目指した都市づくり 
2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、脱炭素型の都

市づくりに留意し、集約型都市構造の実現を目指すとともに、

電気自動車等の更なる普及や地域の実情に応じた利便性の高い

公共交通ネットワークの維持・充実及び利用促進を図る。また、

本区域の平坦な地形と晴れの国岡山という特性を生かして、安

全で快適な自転車走行空間を整備するとともに、駐輪場やレン

タサイクルなど自転車の利用環境の向上に努め、活発に自転車

利用が行われる都市づくりを進める。 

さらに、都市緑化の推進と緑地の保全も温室効果ガスの一

つである二酸化炭素の吸収源確保という観点から、市街地では

人口規模等に応じた身近で多様な公園緑地等の整備を進めると

ともに、民有地の緑化を推進するなど、まちづくりＧＸを推進

する。郊外部では、優良農地や背景となっている森林等の豊か

な自然環境を保全し、人と自然が共生する快適な農村環境の形

成に努める。 
 

■産業振興による活力あふれる力強い都市づくり 

高速道路網や空港・港湾施設等の交通基盤が充実した優位

性を生かして、企業間・産学官連携による取組や産業のデジタ

ル化を推進し、中四国のみならず、アジア有数の競争力を持つ

産業集積地としての発展を目指す。 

また、地域経済を支える臨海部の工業地帯等におけるカー

ボンニュートラルに資する取組を推進するとともに、臨海部の

工業地帯や内陸部の工業団地、流通業務団地等の生産基盤の充

実、戦略的な誘致活動による新たな産業の育成、地域の特性に

応じた地場産業の活性化を図るなど、秩序ある土地利用のもと

で計画的に産業の振興を図る。 
 

■個性と魅力あふれる都市づくり 

瀬戸内海、岡山後楽園や倉敷美観地区、吉備路などの自然、

歴史、文化など地域特性を生かし、良好な景観形成にも配慮し

た個性と魅力あふれる都市づくりを進める。 

また、文化芸術、スポーツなど地域独自の魅力を有する資源

を生かしたまちづくりを推進し、地域の活性化を図る。 

さらに、本区域内外の主要な観光資源のネットワーク化など

により多様な地域資源の有効活用を促進するとともに、観光分

野におけるＤＸに取り組み、持続可能な魅力ある観光地づくり

を進めるなど、交流人口の増加を図り、にぎわいのあるまちづ

くりを進める。 
 

■連携による相互補完とグローバルな発展を目指した都市づくり 

岡山市及び倉敷市を中心として関係自治体が広域的に連携

し、デジタル技術の活用や地域間アクセスの向上による地域の

利便性と一体性の向上を図るとともに、相互補完による都市づ

くりを行う。 

そのために、本区域内の道路網の整備や公共交通のネット

ワーク網を維持・充実するとともに、周辺都市とを結ぶ幹線道

路の整備や鉄道の利便性向上などに努める。 

さらに、県内や中四国の地域間にとどまらず、全国やアジ

ア、世界との結びつきを強め、グローバルな発展を目指すため、

岡山駅をはじめとする交通結節点におけるターミナル機能の強

化やグローバルゲートウェイである空港・港湾の機能強化を図る。
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高次都市拠点：広域的圏域を持ち、高次都市機能の集積が高い市街地 

地域都市拠点：市町域程度の圏域を持ち、行政機能などが一定以上集積している市街地 

都市拠点：商業施設の集積などが一定以上みられる地域 

(4)地域毎の市街地像 
●岡山地域 
・政令指定都市である岡山市では、中四国地方の広域交通のク

ロスポイントであることを生かし、商業・業務、行政、教
育・文化、医療・福祉、コンベンションなど、広域圏におけ
る高次都市機能を集積・充実するとともに、国内外からの観
光・コンベンション、ビジネス等の交流を活発化し、中枢都
市としての拠点性を高める。 

・各地域の特性に応じた都市機能が集積する活力ある拠点を形
成し、これと高次都市機能が集積した都心部とが、利便性の高
い公共交通等で相互に結ばれた、コンパクトでネットワーク
化された都市づくりを進める。 

・水と緑や歴史・文化などを生かして、多くの住民や来訪者が集
い、賑わいあふれる空間を創出するとともに、住民と協働した
都市全体の緑化の推進、おかやまの原風景を生かした魅力的
な景観づくりを進めるなど、水と緑にあふれた美しく風格の
ある都市づくりを進める。 

 

●倉敷地域 
・中核市である倉敷市は、商業･業務、文化、医療・福祉、教育

など、広域圏における高次都市機能を集積・充実し、歩いて暮
らせる利便性の高い市街地の形成や、広域的な住民ニーズ、多
様なニーズに対応できる魅力ある拠点形成を図るとともに、拠
点相互間の連携強化を目指す。 

・全国有数規模を誇り、岡山県の発展を支える水島臨海工業地
帯等については、コンビナートにおけるカーボンニュートラ
ルの実現に向けた取組を進めるとともに、生産機能･物流機能
の集積強化を図る。 

 

(5)将来都市構造 

  

 
・歴史･文化的景観が残っている地区は、建造物の外観の保全や修景、歴史･

文化的資源に親しむ散策路などの回遊空間の形成を図り、美しさと風格の

ある都市景観の創造と観光交流が一体となった取組を推進する。 

 

●玉野地域 
・本州と四国を結ぶ海上交通の要衝となっている玉野市は、観光資源等を生

かしたまちの魅力づくりや公共交通を軸に複数の拠点が連携するコンパク
トシティの形成により、快適で活力ある都市空間づくりを目指す。 

・地域の基幹産業となっている造船産業の操業環境の向上を促進するととも
に、新たな産業の創出を促し、活力のあるまちづくりを推進する。 

・海等の豊かな自然と港等を活用し、多様な人々がふれあう交流拠点、瀬戸
内海の玄関口としての機能充実に努める。 

 
 

●総社地域 
・総社駅を中心に公共施設及び商業・業務施設などが集積している総社市は、

周辺に形成されている内陸型工業団地や岡山自動車道岡山総社ＩＣに近接
する立地特性等を生かし、一定の都市機能を備えた職住が近接する複合市
街地として、居住環境の向上、産業の振興を図る。 

・旧山陽道沿いのまちなみ景観や備中国分寺の五重塔をはじめとする歴史的
な建造物・遺構の保全、活用を図るなど、古代吉備文化の薫る歴史的景観
を生かしたまちづくりを進める。 

 

 

 

 

 
●赤磐地域 

・市街地周辺に広がる良好な田園風景や自然環境との調  

和に努めながら、拠点周辺や公共交通の利便性が高い 

地域に生活利便施設を誘導するとともに、交通利便性 

の高い土地においては、あらかじめ地区を特定した上 

で、にぎわいと雇用の創出や産業の振興を図り、職住 

が近接する利便性の高い市街地としての整備を進める。 

 
●早島地域 

・誰もが住みやすく、住み続けたくなるまちを目指し、

公共施設を中心としたコンパクトで魅力あるまちづく

りを進め、住環境の整備や都市機能の充実を図る。 

・魅力と活力に満ちたまちを目指し、国道２号、山陽自

動車道、瀬戸中央自動車道の結節点である、早島ＩＣ

の優位性を生かした、流通・商業を中心とした産業の

活性化を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の

方針 

 
引き続き、本区域においては、区域区分を定めるも

のとする。 

 
○本区域の現状及び区域区分を定める理由 
・本区域では平成 21 年に岡山市が政令指定都市に指定
され、政令指定都市を含む都市計画区域は都市計画法
第７条の規定により区域区分を定めるものとなってい
ることから、引き続き区域区分を定める。 

 

なお、本区域の【都市の概要】及び【市街化の動向

等】は以下のとおりである。 
 

【都市の概要】 
・本区域は、岡山県南部の瀬戸内海に面した低平地部に

広がっており、山陽自動車道、岡山自動車道、瀬戸中
央自動車道の結節点が位置し、国道 2 号や国道 53 号
などの国道も岡山市、倉敷市などを中心にして放射状
に配置されている。 

・また、ＪＲ山陽新幹線をはじめとする鉄道施設、岡山
桃太郎空港、水島港をはじめとする港湾施設も本区域
に配置されており、山陽地方、山陰地方、四国地方を
結ぶ高速交通の要衝にある。 

・さらに、本県の中枢機能を有する岡山市と倉敷市をは
じめ、圏域内の地域の中心的な役割を果たす玉野市、
総社市などの都市が配置された広域的な都市群で構成
され、人口は 130 万人を超えている。 

 

【市街化の動向等】 
・本区域は、人口約 135 万人を抱えているものの、令和

17 年の人口は約 129 万人と令和 2 年からは約 6 万人
の減少が予想される。 

・工業出荷額は、緩やかな拡大傾向を示しており、今後
も増加が予想される。 

・商業販売額は、一時的な増減はあるものの、緩やかな
減少傾向を示しており、今後は減少が予想される。 

・本区域においては、依然として都市化の圧力がみられ、
秩序ある市街地の形成と市街地外縁部での無秩序な市
街化の防止や郊外部の田園、自然環境を保全していく
必要がある。 

・また、長期的な視点においても人口減少、少子高齢社
会に対応した集約型都市構造の実現を目指すこととし
ており、区域区分による適正な土地利用規制が必要で
ある。 

 

 

①目標年次に市街化区域及び市街化調整区域に配置される

べきおおむねの人口及び産業の規模 
 

 令和 2 年 令和 17 年 

都市計画区域内人口 1,350,914 人 約 1,286 千人 

市街化区域内人口 1,103,464 人 約 1,068 千人 
 

■人口の推移と将来の見通し 

 

 

 

 

 

 

 
 

■工業出荷額（行政区域）の推移と推計値 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

■商業販売額（行政区域）の推移と推計値 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■就業構造（産業大分類別人口の推移と推計値） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
②市街化区域のおおむねの規模 

本区域における人口、産業の見通し、市街化の現状

及び動向、計画的市街地整備の見通しを勘案し、市街

化区域のおおむねの規模を次のとおり想定する。 
 

区  分 令和2年 令和17年 

市街化区域 26,185 ha おおむね 26,900 ha 
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4.土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

(1)土地利用の基本方針 
集約型都市構造の実現を目指し、現行の市街化区

域を基本に、住宅、商業、工業などの適正かつ合理

的な土地利用を誘導し、市街化区域内の低・未利用

地を十分活用するとともに、空き家の利活用に努め

る。 

また、立地適正化計画の実効性の向上を図り、市

街化区域内の拠点や公共交通の利便性の高い地域へ

居住を誘導し、医療・福祉、商業等の生活サービス

に公共交通でアクセスできる土地利用を推進する。 

さらに、災害防止の観点や環境保全等に配慮した

区域区分や地域地区の指定、変更を行い、建築物の

規制、誘導により合理的な土地利用に努め、適正な

用途の純化を図る。 

あわせて、市街地における地区の特性に十分配慮

した地区計画の活用を積極的に行い、地区の特性に

ふさわしい良好な都市環境の維持・形成を図る。 

加えて、市街地を取り巻く美しい田園景観や豊か

な自然環境の保全を図り、市街化調整区域において

は、原則として市街地の更なる拡大を抑制する。 

 
 

(2)主要用途の配置の方針 
①商業業務地 

○中心商業業務地 
・本区域は、高速道路や鉄道など広域交通網の結節点に
あたり、中四国における中枢拠点都市として発展を続
けている。また、政令指定都市である岡山市や中核市
である倉敷市では、広域圏における高次都市機能を集積、
充実し、拠点性を高める必要がある。 

・そのため、岡山駅周辺を含む岡山市中心部及び倉敷駅
周辺の既成市街地に、中心商業業務地を配置し、都市
圏の発展をけん引する。 

・また、都市開発事業を推進し、土地の高度利用や高密
度利用を図るとともに、居心地がよく歩きたくなる都
市空間づくりに努める。 

○一般商業地 
・中心商業業務地の周辺及び玉野市や総社市、赤磐市、
岡山市の西大寺、岡南、倉敷市の児島、玉島、水島の
既成市街地に、商業業務地を配置するとともに、周辺
市街地においても住宅地の日常の購買需要を賄う商業
地を配置する。 

②工業地 
・岡山県や我が国の経済を支える重要な産業拠点として、
倉敷市の水島及びその周辺部に重化学工業を中心とし
た工業地を配置し、良好な生産基盤の整備や環境面に
配慮した工業地の育成に努める。 

・岡山市の岡南や総社市の久代、玉野市の臨海部などの
既存工業地においても産業拠点として工業地を配置し、
環境面に配慮した工業地の確保に努める。 

・岡山市の金岡東町地区や瀬戸町万富地区、総社市の井
尻野、玉野市の玉原地区などの既存の工場集積地は、
周辺環境との調和に配慮しつつ、地域特性を生かした
工業地として配慮し、機能の強化など産業基盤の構築
を図る。 

・また、地域の特性に応じて秩序ある土地利用のもとで
計画的に工業地を適宜配置する。 

③流通業務地 
・広域交通網の整備による流通の広域化、大量化に対応
して、輸送の集約化、合理化等の物流システム化を推
進するため、岡山市の大内田及び早島町の矢尾に流通
業務地区を配置し、より一層の充実を図る。 

・その際、土地利用に関する基本的な考え方を考慮した
うえで、社会経済情勢の動向等を踏まえた流通業務施
設を配置する。 

・また、農林漁業との健全な調和や周辺の土地利用との
調和に配慮しつつ、鉄道、道路、空港、港湾、インタ
ーチェンジ等に配慮した流通業務施設を配置する。 

④住宅地 

○一般住宅地 
・既成市街地内の住宅地については、中高層を含む比較

的高密度の土地利用を促進するとともに、都市施設の整備な
ど居住環境の整備・保全に努め、利便性の高い住宅地を形成
する。 

・既成市街地の周辺部に配置する住宅地は、中低層を含む比較
的ゆとりのある密度の土地利用を促進するとともに、良好な
居住環境を有する住宅地として形成を図る。 

○専用住宅地 
・郊外に配置する住宅地は、自然環境と調和のとれた低層を中
心としたゆとりある良好な住宅地の形成を図る。 

 

(3)市街地における建築物の密度の構成に関する方針 
①商業業務地 

○中心商業業務地 
・本区域の中核として、都市基盤の整備を促進し、歩行空間を
確保しながら、高密度な商業業務地の形成を図る。 

○一般商業地 
・それぞれの地区の中心として、都市基盤の整備を促進し、中
密度な商業業務地の形成を図る。 

②工業地 

○工業専用地域 
・工業専用地域については、緩衝緑地帯の設置等周辺環境の整
備を図りながら、空地や緑地を確保したゆとりのある低密度
な工業地の形成を図る。 

○工業専用地域以外の地域 
・工業専用地域以外の工業地についても、一定の空地や緑地を
確保した比較的低密度な工業地の形成を図る。 

③流通業務地 

○流通業務地区など 
・機能の充実に努めるとともに、空地や緑地を確保したゆとり
のある流通業務地の形成を図る。 

④住宅地 

○商業業務地の周辺地区 
・商業業務地の周辺地区については、地域の実情に応じて、中
密度や高密度な住宅地の形成を図る。 

○その他の一般住宅地 
・良好な居住環境を有する住宅地として、総じて低密度の利用
を図る。 

 

(4)市街地における住宅建設の方針 
・本区域は、住宅の着工戸数が多く生産活動が比較的活発

に行われているものの、人口減少、少子化・高齢化が進行
する中で、今後は量から質への転換を図る必要がある。 

・このため、立地適正化計画等による適切な居住の誘導によ
り、市街地の拡大を抑制するとともに、災害ハザードエリ
アにおける開発を抑制し、災害からの被害軽減に努める。 

・また、ユニバーサルデザインの普及とともに、犯罪防止
や子育て環境等に配慮し、誰もが安全・安心な住生活を
送ることができる居住環境の形成を図る。 

・さらに、晴れの国おかやまの特性を生かした省エネルギ
ー住宅の普及をはじめ住宅性能の向上を促進し、環境に
やさしく健康で安心して暮らせる住宅の供給を促進す
る。 

・加えて、都市基盤が整備されている中心市街地やその周
辺では、職住近接する利点を生かせるよう、空き家・空
き店舗や各種制度の活用などにより、居住者が中心市街
地やその周辺で安心して便利に暮らせる居住環境の形成
を図る。 

 

(5)市街地において特に配慮すべき問題等を有する

市街地の土地利用の方針 
■土地の高度利用 
・岡山駅、倉敷駅を中心とする商業業務地においては、公

共施設の整備や公共空地の確保も含め、市街地再開発事
業等の促進に努め、都市機能の更新や土地の健全な高度
利用、高密度利用を図る。 

・特に、岡山駅周辺・表町地域については、都市再生の必
要がある地域として、都市開発事業を推進し、にぎわいの
ある交流拠点を形成していく。 

■用途転換、用途純化又は用途の複合 
・環境保全等に配慮した地域地区の指定、変更を行い、建築物
の規制、誘導により合理的な土地利用に努め、適正な用途の
純化を図る。 

・また、一団の住宅地など、住居の専用性を高めることが必要な場合
には用途の純化を促進するとともに、中心部においては、高密度な
市街地形成を促進する。 

・特に、住工混在により、良好な市街地形成が図られていない場合や
騒音、振動及び悪臭など工場周辺の居住環境に影響が生じた場合等
においては、移転を含む住工分離を促進していく。 

・さらに、地域の特性に応じて、土地の高密度・低密度利用を考慮し
た形態規制の誘導を図る。 

■居住環境の改善又は維持 
・既成市街地において居住環境上問題のある地区は、区画道路、公園
等の整備を図りつつ、居住環境の改善に努める。 

・また、道路沿道などの騒音や振動が著しい地区については、居住環
境の維持に配慮した適正な土地利用の誘導を図る。 

■市街化区域内の緑地又は都市の風致や景観の維持 
・岡山市の岡山後楽園・岡山城跡周辺や倉敷市の倉敷美観地区、酒津
など良好な自然環境や史跡、庭園等の歴史的景観を持つ区域は、そ
れら資源の保全、活用により都市の風致や景観の維持・向上を図
る。 

■低・未利用地、遊休地に関する方針 
・集約型都市構造の実現を目指すにあたり、市街化区域内の低・未利
用地や遊休地、空き家を十分に活用するため、都市基盤の整備や地
区計画制度の導入等を図る。 

・一方、地形的な条件等により将来にわたり都市的土地利用が見込ま
れない区域は市街化調整区域への編入を図る。 

■災害防止に関する方針 
・砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、土砂災害
特別警戒区域については、さらなる市街化の抑制に努める。 

・その他、災害の発生のおそれのある区域についても、災害の危険度
や対策の状況、立地適正化計画の防災指針に定める取組方針等を踏
まえつつ、さらなる市街化の抑制に努める。 

 

 

(6)市街化調整区域の土地利用の方針 
■優良な農地との健全な調和に関する方針 
・吉井川、旭川、高梁川の下流部等に形成されている市街化調整区域
内の農用地は、広い水田地帯を形成している。 

・その中でも、農用地区域等の農業生産基盤が整備された優良な農地
は、今後とも良好な状態で維持・保全するとともに、その有効利用
を図るなど、周辺の自然環境や集落と調和した土地利用の形成を図
る。 

■災害防止に関する方針 
・砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、土砂災害
特別警戒区域については、市街化の抑制を図る。 

・その他、災害の発生のおそれのある区域についても、災害の危険度
や対策の状況等を踏まえつつ、市街化の抑制を図る。 

・災害リスクの高い既存の集落については、必要に応じ、災害リスク
の低い市街化区域内への居住の誘導を検討するなど、災害からの被
害軽減に努める。 

■自然的環境の形成の観点から必要な保全に関する方針 
・瀬戸内海国立公園の一部をなす瀬戸内海沿岸のほか、岡山市北部の
半田山、笠井山、岡山市東部の操山、芥子山を中心とする森林一帯、
岡山市北西部の京山、矢坂山一帯及び県立自然公園に指定されてい
る部分のほか、総社市に位置する福山から倉敷市の酒津にわたる一
帯等は自然環境形成上保全すべき地区とする。 

・その中で、必要な部分については風致地区や緑地保全地域等の都市
計画を定め、積極的に保全を図る。 

・その他、水島臨海工業地帯の北側並びに水島臨海工業地帯と児島の
市街地との間に広がる森林は自然環境形成の観点から保全する。 

■秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 
・集約型都市構造の実現を目指した都市づくりを進めるため、市街化
調整区域においては、原則として市街地の更なる拡大を抑制する。 

・このため、既成市街地の人口動態等を踏まえつつ、地域の実情に応
じ立地基準を強化するなど、開発許可制度の厳格な運用を図る。 

・一方、集約型都市構造の実現または産業の振興を図るうえで、計画
的な市街地整備を行うことが必要な地区については、その整備の見
通しが明らかになった段階で、関係機関との調整を行い、必要に応
じ市街化区域への編入を行う。 

・また、集約型都市構造の実現に支障なく、かつ、市町村の都市計画
に関する基本的な方針等に位置づけがあり、市町のまちづくりにと
って十分に合理的な必要性がみられるものに限り、農林漁業との健
全な調和や周辺の土地利用との調和を図ったうえで、地区計画制度
の活用を検討する。 

5.都市施設に関する主要な都市計画の決定の方針 

(1)交通施設の都市計画の決定の方針 
①基本方針 

1)交通体系の整備の方針 

◆公共交通の路線網や拠点の維持・充実、サービスの向上 

◆災害に強く、生活や産業を支える交通ネットワークの充実 

◆必要に応じた計画の見直しによる効率的な施設整備 
 

・本区域は、岡山桃太郎空港や水島港、広域的な交通軸となっている高速道路
（山陽自動車道や瀬戸中央自動車道、中国横断自動車道）、ＪＲ山陽新幹線を
はじめとする鉄道などの交通基盤が充実するなど中四国のクロスポイントに
位置し、中四国の拠点として発展を続けている。 

・また、本区域の主要な道路は、岡山市、倉敷市を中心とする放射状を形成し
ているため、通過交通と地域内交通が交錯し、都市周辺部の人口増加もあっ
て、中心市街地及びその周辺部において交通の輻そうがみられる。このよう
な状況の中で、効率的な交通網を確立するため各種交通手段の機能分担に配
慮しながら、円滑で利便性の高い都市交通が確保されるよう総合的に交通体
系を整備する必要がある。 

・その上、超高齢社会への対応が求められており、鉄道・バス等の公共交通は、
地域住民、特に移動手段を持たない高齢者や子どもにとって重要な交通機関で
あるため、路線網、駅等の拠点の維持・充実やサービスの向上を図り、誰もが
快適に利用できる交通体系の確立を目指す。また、2050 年カーボンニュート
ラルの実現に向けて、脱炭素型の都市づくりに留意し、公共交通と自動車交通
を効率的に組み合わせ、さらに自転車の利用環境を整えることにより、過度
に自動車に依存しない、人と環境にやさしい総合交通システムの形成を目指
す。 

・さらに、中四国の中枢拠点にふさわしい都市圏を目指すため、広域的な交流
連携や本区域内の連携を図る幹線道路の整備を進め、災害に強く、生活利便
性や産業基盤の向上を図り、都市間の相互補完が図られる交通ネットワーク
を充実させる。その際、社会経済情勢の動向等を踏まえて都市計画道路の配
置、規模等を検証したうえで、必要に応じて計画を見直し、地域課題や土地
利用に関する基本的な考え方を考慮しながら効率的な施設整備を行う。 

・なお、整備にあたっては、犯罪防止やユニバーサルデザイン、沿道環境ととも
に、子育て世帯の視点にも配慮する。 

 

2)整備水準の目標 

■道路 
・令和 6 年現在の都市計画道路の改良率は 66.7％であり、着実に増加している。
今後は交通体系の整備の方針に基づき、長期未整備の都市計画道路や上位計
画等に位置づけられていない道路等については、必要に応じて計画を見直し、
地域課題や土地利用に関する基本的な考え方を考慮しながら効率的な施設整
備を行う。 

 

②主要な施設の配置の方針 

■国土連携道路 
・本区域と近畿方面、広島・九州方面、山陰方面、四国方面を結ぶ国土連携道
路として、山陽自動車道、中国横断自動車道、瀬戸中央自動車道を配置す
る。 

■広域連携道路 
・地域高規格道路の美作岡山道路や倉敷福山道路、国道２号、53 号、180 号な
ど、本区域と主要都市を広域的に結ぶ広域連携道路を配置し、計画的に整備
を進める。 

■地域連携道路 
・国道 30 号、250 号や県道岡山児島線、岡山吉井線、岡山倉敷線など、隣接都
市との連携強化に資する都市間幹線道路や本区域の各拠点を結ぶ拠点間幹線
道路を地域連携道路として配置し、計画的に整備を進める。 

■都市内道路 
・既成市街地内において、まちづくりの骨格となる都市内道路を配置し、地域
の課題に応じた整備を進める。 

・また、駅前広場、自由通路、歩行者・自転車専用道等については、都市機能
及び生活環境の維持、向上の点から整備を進める。 

・特に、都心部では歩行者、自転車、公共交通優先の空間に再生することを検
討する。 

■鉄道 
・環境負荷が小さい鉄道の利用促進に努め、誰もが利用しやすく、安全・安心
で暮らしやすいまちづくりに資する施設の整備改善に努めていく。 

・岡山駅を結節点とする鉄道網の利用促進のため、岡山駅前広場への路面電車
の乗り入れ等、利便性の向上に資する施設の整備改善に努めていく。また、Ｊ
Ｒ吉備線（桃太郎線）のＬＲＴ化等については、交通事業者などの関係者と調
整しながら、検討を進める。 

・倉敷駅周辺のＪＲ山陽本線、ＪＲ伯備線及び水島臨海鉄道の高架化の実現を
図る。 
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■バス 
・鉄道との連携を前提としたバス網を構成し、鉄道サービスを享受で
きないエリアをカバーする公共交通網を整備するなど、公共交通の
維持・充実を図るとともに、バス待合所等付属施設の整備に努め、誰
にでもやさしい公共交通としてのバス利用を促進する。 

・バスターミナルの整備を促進し、乗換利便性やバリアフリー等に配
慮し、機能的な配置に努める。 

■その他の公共交通 
・既存の鉄道、バスを利用することが困難な地域においては、地域住
民、自治体、交通事業者等の調整により、コミュニティバスやデマ
ンド型乗合タクシーに加え、ＡＩによるデマンド交通やライドシェア
など最新技術・制度の活用を検討し、地域に適した公共交通を持続的
に確保する。 

■駅周辺 
・駅周辺については、駐車場や駐輪場も含め、都市機能及び生活環境
の維持、質的向上の点から配置し、整備を進める。 

■駐車場 
・市街地の駐車場については、駐車場の適正な配置と効率的な利用促
進が必要であり、不足する地区においては、渋滞の発生等に配慮し
つつ、計画的に駐車施設を配置し、整備を行う。 

■自動車ターミナル 
・物流施設については、岡山県総合流通センターを流通業務地区とし、
一方、岡山輸送センターやコネクトパーキング岡山・早島を補完的な
トラックターミナルとして配置し、その充実を図る。 

■港湾・空港 
・国際拠点港湾である水島港及び重要港湾である岡山港、宇野港は、
それぞれの機能を分担し、将来の貨物量の増大と船舶の大型化、荷
役の効率化などに対応できるよう港湾施設を配置する。特に、水島
港は、国内有数の国際物流・産業拠点港湾として、カーボンニュート
ラルポートの形成など更なる機能強化を図る。 

・3,000ｍの滑走路を有しアクセス性・利便性が高く中四国の拠点空
港となっている岡山桃太郎空港は、インバウンド需要の更なる増加
に対応した施設整備を検討するとともに、空港から世界中どこにでも
行くことができるよう新規路線の開拓や路線の拡充等、グローバル
ゲートウェイ機能の充実を目指す。 

■交通管理 
・公共交通の機能強化、TDM 施策やデジタル技術を活用した人や物
の動きの効率化の推進など安全で円滑な交通の流れを確保するため
総合的な交通管理に努め、効率的な交通体系の確立を図る。 

 
 

③主要な施設の整備目標 
（優先的におおむね 10 年以内に実施することを予定している路線） 

【道路】 

地域高規格道路 美作岡山道路 

1・4・1 玉島笠岡道路（国道 2 号

玉島笠岡道路） 

3・2・1 新岡山国道 1 号線（国道

2 号岡山倉敷立体（Ⅰ期）） 

3・2・2 総社国道 180 号線（国道

180 号総社一宮バイパス） 

3・2・3 西田中島阿賀崎線（国道

2 号岡山倉敷立体（Ⅰ期）） 

3・2・早 201 バイパス線（国道 2

号岡山倉敷立体（Ⅰ期）） 

3・3・24 箕島矢部線 

3・3・25 早島大砂線 

3・3・27 岡山山陽線 

3・1・岡 102 岡南線 

3・1・岡 104 福田一宮線（国道 180

号岡山西バイパス） 

3・2・岡 203 米倉津島線 

3・2・岡 204 下中野平井線 

3・2・岡 205 平井神崎線 

3・2・岡 209 岡山外環状南線（国

道 180 号岡山環状南道路） 

3・3・岡 301 久米東岡山線 

3・3・岡 307 竹田升田線 

3・3・岡 309 上石井岩井線 

3・3・岡 311 大元二日市町線 

3・3・岡 331 岡山国道 180 号線（国

道 180 号総社一宮バイパス） 

 

3・4・岡 415 中川駅前河本町線 

10・7・岡 1 岡山駅東 1 号線 

8・6・岡 1 駅前地下道 1 号線 

10・7・岡 2 都心環状 1 号線 

3・2・倉 212 寿町八王寺線 

3・3・倉 303 新田上富井線 

3・3・倉 305 連島呼松線 

3・3・倉 309 柏島道越線 

3・3・倉 314 昭和宮前線 

3・3・倉 318 大内船穂道口線 

3・4・倉 401 矢柄西田線  

3・4・倉 405 旭町西田線 

3・4・倉 437 北浜日吉線 

3・4・倉 438 寿町石見線 

3・5・倉 513 川入日吉線 

3・6・倉 603 勇崎大谷線 

3・3・倉 302 生坂二日市線 

3・5・71 二日市曽根線 

3・5・73 駅前バイパス線 

 
【鉄道】 

ＪＲ山陽本線等 

 倉敷駅付近連続立体交差事業 

 
【港湾・空港】 

水島港 

岡山港 

宇野港 

岡山桃太郎空港 

 

 

 

(2)下水道及び河川の都市計画の決定の方針 
①基本方針 1)下水道及び河川の整備の方針 

(ｱ)下水道 

◆計画的な下水道整備の推進 

・本区域では、令和 6 年現在、公共下水道（排水区域）25,191ha、
流域下水道 6,547ha が計画され、順次その整備が進められている。 

・引き続き、住民の生活環境の向上及び公共用水域の環境基準の
早期達成を図るため、人口の集中している地域が先行して普及
されるよう計画的な下水道整備を行うとともに、必要に応じて
計画を見直し、地域課題や土地利用に関する基本的な考え方を
考慮しながら効率的な施設整備を行う。 

・また、施設の利用状況や災害時に果たす役割を勘案し、重要度
や緊急性の高い施設について、順次、耐震化を図る。 

・さらに、今後は既存施設の老朽化が進んでいくことから、市町
村と県で連携しながら、更なる施設の広域化や維持管理の共同
化などに取り組むとともに、計画的な点検・調査を行い、予防
保全の考え方に基づき計画的に維持管理を進めることで、既存
施設の長寿命化を図り、健全な運営に努める。 

(ｲ)河川 

◆計画的な治水対策の推進 

・本区域には、吉井川、旭川、高梁川の三大河川のほか多くの中
小河川が流下しており、順次その整備が進められている。 

・引き続き、流域の治水安全度向上の観点から緊急性の高い箇所
から計画的に整備し、適切な維持管理を行う。 

・また、近年の気候変動の影響による水災害リスクの増大に備え
るため、河川流域全体のあらゆる関係者が協働して流域全体の
治水対策を推進する。 

・さらに、都市化に伴い浸水の可能性がある区域について、関係
機関の様々な浸水対策と連携を図りながら効率的な治水対策を講じる。 

・整備にあたっては、地域における河川の役割等を考慮しつつ、
親水性や景観等に配慮した住民に親しまれる水辺の空間づくりを推進する。  

 

2)整備水準の目標 

■下水道 
・令和 6 年現在の整備率は、公共下水道：77.4％、流域下水道

81.8％である。 
・当面の目標としては既成市街地の整備を図り、長期的には市街
地形成に対応して計画的に整備する。 

■河川 
・治水安全度、浸水の実績等から判断して緊急度の高い河川から
順次整備する。 

 

②主要な施設の配置の方針 

■下水道 
・下水道事業計画に基づき、既成市街地を優先的に整備するとと
もに、今後の人口及び産業の動向を勘案しつつ、必要に応じて
処理区域の見直しを検討し、効率的な施設整備を行えるよう配置する。 

・児島湖流域の水質汚濁の防止を図るため、事業中の児島湖流域
下水道については、児島湖流域別下水道整備総合計画に基づき
施設を配置し、事業を進める。 

■河川 
・吉井川、旭川、高梁川水系の直轄管理区間においては、吉井川、
旭川、百間川、高梁川及び小田川の改修を促進する。 

・その他の一級河川（指定区間）及び二級河川においては、旭川、
高梁川、砂川、笹ヶ瀬川、倉敷川等緊急性の高いものから順次整備する。  

・自然景観や生態系に配慮し、多自然川づくりを推進する。 
 

③主要な施設の整備目標 
（優先的におおむね 10 年以内に実施することを予定している事業等） 

【下水道】 

●流域下水道 

 児島湖流域下水道 

●公共下水道 

・岡山公共下水道（岡東処理

区、児島湖処理区、吉井川処

理区、瀬戸処理区、浦安排水

区、西排水区、津島排水区、

横井排水区、芳田排水区） 

・倉敷公共下水道（水島処理

区、児島処理区、玉島処理区、

倉敷処理分区、船穂処理区、

真備処理区） 

・玉野市公共下水道 

・総社市公共下水道（総社処理

区、山手処理区、清音処理区） 

・赤磐市公共下水道（山陽処理

区、桜が丘東処理区） 

・早島町公共下水道 

【河川】 

●一級河川（直轄管理区間） 

 吉井川、旭川、百間川、高梁川、 

 小田川 

●一級河川（指定区間） 

及び二級河川 

 旭川、高梁川、千町川、永江川、

砂川、倉安川、笹ヶ瀬川、倉敷

川、六間川、足守川、前川 

 

(3)その他の都市施設の都市計画の決定の方針 
①基本方針 

◆計画的な公共施設の整備 

・市街化区域を中心とする経済的、文化的、社会的な都市
動態に対応しながら、健康で文化的な都市生活と機能的
な都市活動が確保できるよう、公共施設の効率的かつ合
理的な維持運営や整備に努める。 

・特に、廃棄物の処理については、県が定める廃棄物処理
計画に基づき、排出抑制、再使用、再生利用、熱回収、
適正処理などを促進する。 

 

②主要な施設の配置の方針 

■ごみ処理施設 
・地域課題や土地利用に関する基本的な考え方を考慮した
うえで適正に配置し、周辺環境に配慮した適正な整備を
推進する。 

■卸売市場 
・岡山市中央卸売市場を中核的拠点市場とし、その他の地
域においては、必要に応じ、地方卸売市場を統合整備し
つつ、地域拠点市場を適正に配置し、卸売市場の近代化
と合理化を促進する。 

■学校 
・市街化区域における人口動態に対応しながら学校の統廃
合を図るなど学校施設の整備・充実とともに、跡地につ
いては土地の有効利用を図る。 

■その他の中核的施設 
・既存の大学、総合病院、文化施設等、都市が成長してい
くうえで不可欠な高次な都市文化機能については、地域
課題や土地利用に関する基本的な考え方を考慮したうえ
で適正に配置し、周辺環境に配慮した適正な整備を行
う。 

・市場、火葬場、汚物処理場、墓園など、その他の都市施
設については、必要に応じて広域的な連携を図り、計画
的に配置する。 

 

③主要な施設の整備目標 
（優先的におおむね 10 年以内に実施することを予定している 

施設等） 

岡山市：豊成ごみ焼却場【（仮称）可燃ごみ広域処理施設】 
玉野市：玉野市東清掃センター 

6.市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の

方針 

(1)主要な市街地開発事業の決定の方針 

◆計画的な都市基盤の整備 

◆低・未利用地の有効利用 

・本区域は、岡山市や倉敷市を中心に広域にわたって市街
地が形成されており、良好な居住環境、産業活動や都市
活動を確保するために、市街地内では、都市基盤の整備
を計画的に進め、都市機能の向上を図る。 

・岡山駅周辺や倉敷駅周辺については、中心商業業務地と
しての都市機能の充実や更新、土地の高度利用、高密度利
用を図るために、市街地再開発事業などの面的な整備を
計画的に推進する。 

・また、集約型都市構造への実現を目指すにあたり、市街
地内の低・未利用地を十分活用するため、市街地開発事
業や民間等による開発事業などにより、道路や公園など
の都市基盤が整った面的な整備を図る。 

 

(2)市街地整備の目標 
（優先的におおむね 10 年以内に実施することを予定している 
市街地開発事業） 

【市街地再開発事業等】 
 駅前町一丁目２番・３番・４番地区、駅元町１１番地区、

野田屋町一丁目２番・３番地区、野田屋町一丁目６番地
区、蕃山町１番地区、表町三丁目１５番地区、表町一丁
目１番地区、天神町１０番地区、丸の内一丁目４番・５
番地区 

【土地区画整理事業】 
 岡山市：（仮称）北長瀬駅北 
 倉敷市：倉敷駅周辺第二 

7.自然的環境の整備又は保全に関する主要な都市計画の決定の方針 

(1)基本方針 

◆自然環境や緑地の保全 

◆公園や緑地の計画的な整備と緑化の推進 

・本区域は、北部や南部に広範囲に広がる森林や瀬戸内海が主要なグリーンベルトと
なっており、それらの緑地が３大河川をはじめとする河川軸で結ばれている。この
豊かな自然が市街地の背景となって美しい景観を形成しているとともに、山地災害
の防止や二酸化炭素吸収源等の環境負荷軽減機能を有している。 

・また、広域的な圏域を持つ総合公園や運動公園等の都市基幹公園や地域住民に身近
な街区公園などの住区基幹公園が計画的に整備されている。 

・加えて、令和 6 年に全国植樹祭が岡山市内で開催され、記念植樹などを通じて、多
くの人が緑にふれあい、森林・緑に対する理解が深まるなど、住民の緑化に対する
機運が高まっている。 

・このため、多面的な機能を有し貴重な地域資源である豊かな自然環境を保全し、こ
れらの資源と都市機能が調和する緑豊かな都市づくりを進める。 

・さらに、住民の憩いの場となる公園や緑地の整備を計画的に進めるとともに市街地
等の緑化の推進、緑地の保全を図るため、緑の広域計画や緑の基本計画の策定を検
討するなど総合的な緑の保全と創出を図り、脱炭素型の都市づくりを進める。 

 

(2)緑地の確保水準 
■都市公園等 
・令和6年現在の本区域における都市計画決定された公園の整備率は88.7％、都市公園
等の整備水準は 15.3 ㎡/人であり、着実に増加している。今後も基本方針に基づき、
国の目標である 20 ㎡/人に向けて、引き続き都市公園等の整備を推進していく。 

 

(3)主要な緑地の配置の方針 
■環境保全系統 
・動植物の生息・生育地、環境負荷の軽減などの機能を有する緑地として、多様な水
辺景観を構成する吉井川、旭川、高梁川等の河川及び市街地の縁辺部を囲む樹林等
の緑地や自然度の高い植生域、学術上価値の高い植物群落と一体となった緑地等を
配置する。 

・市街地の緑の拠点である公園緑地として津島運動公園、浦安総合公園等大規模な公
園緑地を位置づけ、配置する。 

■レクリエーション系統 
・多様化するレクリエーション需要に応える緑地等として、日常的に利用される住区
基幹公園（街区、近隣、地区公園）、住民全体で利用する都市基幹公園（総合、運
動公園）、特殊公園（風致、歴史公園等）を適切に配置する。 

・水辺地レクリエーション需要に応える河川、マリンスポーツを提供する海岸等を保
全、整備する。 

・自転車、歩行者ネットワークを構成する緑地として、河川・水路を軸とした水辺ネ
ットワーク、緑道等を軸とした緑のネットワーク等を整備する。 

■防災系統 
・自然災害の防止に資する緑地として、土砂流出や崖崩れ防止に資する緑地、水害・
津波被害の軽減に資する緑地、水源かん養に資する緑地等を配置する。 

・また、避難場所等として有効な役割を果たす公園緑地や避難路として有効な役割を
果たす緑道等を都市災害からの安全確保に資する緑地として配置する。 

・さらに、工場群と住宅地等の一般市街地との間や幹線道路沿道には、環境保全や防
災等を考慮し緩衝緑地等を配置する。 

■景観構成系統 
・都市の良好な景観を創出する各種緑地、本区域のシンボル緑地として総合公園、運
動公園、風致公園、特殊公園等を配置し、身近な緑の拠点としてその他の公園緑地
を配置する。 

■歴史的環境の保全 
・良好な自然環境を支える緑地として、神社仏閣や文化財等と一体となって歴史的風
土を保っている樹林を配置する。 

■総合的な緑地の配置 
・市街地及びその周辺に、全体の配置バランスやアクセス条件を考慮し、基幹公園、
特殊公園、都市緑地等の公園緑地を配置する。 

・また、道路沿道や公園等の都市施設の緑化、公共公益施設、民有地などの緑化を進
め、居住環境や都市環境、都市景観の向上を図る。 

・さらに、開発が進む市街地周辺部では、既存の緑地や樹林の保全に努めるとともに
住宅地等の緑化を促進し、連続する緑地空間の確保を図る。 

 

(4)実現のための具体の都市計画制度の方針 
・本区域の自然環境を支える市街地後背部の森林や河川等は、各種制度を活用しつつ
保全・育成を図る。また、市街地に隣接して都市の緑地環境を維持する緑地は、風
致地区や緑地保全地域の指定などにより、自然環境及び風致の保全・育成を図る。 

・緑の広域計画や緑の基本計画の策定の検討や重点的に緑化を図る地区を設定するな
ど、総合的かつ重点的な緑地の整備を促していく。 

・市街地開発事業などの面的整備については、公園、緑地、広場等を都市基盤として
総合的に整備を行っていく。 

・民有地や企業地などについては、地区計画や緑地協定による緑化推進を促していく。 
 

(5)主要な緑地の確保目標 
（優先的におおむね 10 年以内に実施することを予定している主要な緑地） 

 岡山市 2・2・岡 11 大供公園    倉敷市 3・3・倉 1 児島公園 
 赤磐市 5・4・山 2 赤磐市総合公園  岡山市 8・5・岡 5 烏城公園 


